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ことばの教室とは 
 

ことばの教室は，ことばにかかわる困りをもっているために，家庭や学校など様々な場面で，

もっている能力を十分に出せないでいる子どもに，ことばや全体的な発達を促すためのお手伝い

を行う場です。通級による指導を行っています。 

 

 

 

通級とは，何ですか？ 
通っている学校でみんなといっしょに勉強しながら，決められた曜日・時間帯にことばの

教室に通って指導を受けることを通級といいます。 

子ども一人ひとり目標が違うので，マン・ツー・マンの個別指導を原則としています。 

保護者がお子さんの通級に付き添うことになっていますので，保護者の方もいっしょに活

動に参加してもらうこともあります。 

 

 

 

 

 

 

 

ことばの教室には，広くことばにかかわって 
困りをもっている子どもが通っています。 

下記のように，子どもによって困りはそれぞれ違いますが，広く「ことば」にかかわる 

指導を行います。 

 

＊発音（構音）の誤りがある場合 

＊話しことばのリズムの乱れ（吃音）がある場合 

＊ことばの発達の遅れや偏りがある場合 

＊耳のきこえにくさにともなうことばの困りがある場合 

＊お友だち等とのコミュニケーション上の困りがある場合 

＊学習面・生活面に何らかの困りがあり，通級による個別の支援が必要な場合 

（LD および ADHD，またはその疑いのある児童も含む） 

＊口蓋裂（こうがいれつ），かん黙症などによることばの困りがある場合 

 

 

  

＊生活の基盤は，それぞれが在籍する小学校です。 

＊子どもの実態に応じて，週に１時間から最大 8 時間通うことができます。 

＊個別指導の形態を基本としながら，必要に応じて小集団指導を行います。 
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どんなことをしているのですか？ 

学校教育のカリキュラムの一つである “自立活動”を行っています。 

自立活動は，教科学習のように内容があらかじめ決まっているわけではありません｡子ども

一人ひとりに対して，いま一番必要としていることは何かを明確にしたうえで，その子に合

わせた指導をしていきます｡ 

 
 

ことばやコミュニケーションに困っている子どもたちへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  など           

 

発音の誤りのある子どもたちへ 
 

 

 

 

 

 

など 

 

 

これらの力を身に付けさせるために，主に遊びの中で下記を意識して指導を進めています。 

 
 
 
 
 
  

語いを広げる 
気持ちを 

コントロール 

する 

認知力を高め

る 
・見る力や聞く力，環境

を把握する力を高め

自己決定 
自己管理 

・自分で決めたこと
に取り組んでみる 

話し合う力を

つける 

ルールや約束

を守る 

友だちの考え

を知る 

自分の気持ち

や考えを話す 

①成長に必要な活動を取り入れる。 

②その子自身が取り組む必要性を感じるよう配慮する。 

③その必要性に気付くよう促しながら，適切なお手本を提示する。 

耳できく力を高める 
・音（リズム）遊び 

・正しい音と誤っている音の聞き
分け 

 

全身や指先の 
運動機能を高める 
・バランスをとる遊び 

・指先を細かく使う遊び 

・手と目の協応の力をつける 

口腔機能の力を高める 
・口や舌の体操 

・吹 いたり吸 ったりする遊 び 
・構音指導 
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通っている学

校 

☆関係機関と通級指導教室がするこ

と  

◇情報交換 

◇各分野での指導・助言 

☆学校と通級指導教室がすること 

◇連絡ノートによる情報交換 

◇学校訪問・通級参観による担任との連携 

◇個別の指導計画の通知 

◇電話連絡やケース会議による情報交換 

関係機関 
･協会病院 

・こども未来課 
など 

ことばの教室 

家 庭 

 

 
 

三者からの一貫した支援 

子ども 

連 携 

連 携 連 携 

どのように通うのですか？ 

扇山小学校の子どもは，学級から直接ことばの教室に行きます。 

他校の子どもは，保護者の送迎のもと，1 時間目であれば直接家から，1 時間目以外で

あれば通っている学校から,ことばの教室に行きます。 
※平成 24 年度から，保護者が希望する場合に，扇山小学校から遠方に当たる小学校（樹海小・麓郷

小・布礼別小・山部小）に担当者が訪問して指導しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

担任の先生や関係機関とは，何かつながりがあるのですか？ 
＊お子さんにかかわる人たちが方針をそろえ，役割を分担するために，連携は欠かせない

ものと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊保護者の付き添いが原則です。 

・通級の際の安全のため。 

・保護者と指導担当者との情報交換・話し合いの機会にするため。 

・子どものよさや特性を一緒に確認するため。 

 ＊子どもとお母さん・お父さんが一緒に活動することもあります。 

 

付き添いの際は，短時間になりますが，担当者と話す時間を設けています。指導の

内容について，その意義や成果などを話したり，家庭でのお子さんのようす，できる

ようになったことやご家族・友だちとのかかわり，学習や生活での悩みなどを話した

りする中で，解決の糸口や指導の方針を考えます。担当者と一緒に，よりよい指導と

楽しい子育てについて考えましょう。 

☆家庭と通級指導教室がすること 

◇指導日ごとの話し合い 

◇連絡ノート 

（保護者が記入することもある） 

◇二者面談及び必要に応じた面談に

よる話し合い 

◇個別の指導計画の作成 
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指導の終了（退級）のめどはいつですか？ 

＊指導が終了する時期は子ども一人ひとりで違います。 

＊それぞれのもっている困りによって，数か月から数年先のこともあります。 

 

子どもにとって何が必要なのかを，保護者・学級担任・担当で話し合いながら指導の目標

や内容を決めていきます。 

 ことばの教室は，通っている学校の教育課程に替えて指導を行っています。入級後の継続・

終了については，お子さんの状態を保護者や通っている学校と面談等で確認し，全員で判断

して教育委員会で検討します。 

 また，卒業・転出などに伴う指導の終了とそれ以外の理由で指導を終了する場合も，保護

者と学校間で十分に話し合いを重ね全員の意見を一致させて，教育委員会で終了について検

討をします。 

 もし，終了を考え相談を必要とする場合は、担当にご相談ください。 

 

 

 

ことばの担当者は，何か特別な資格を持っているのですか？ 

＊資格はありませんが，専門的な知識は必要です。 

 

富良野市ことばの教室は，小学校の教員が担当しています。しかし，ことばの困りを改善

できるよう支援していくためには，医学・心理学・教育学など，多様な専門的知識が必要に

なってきます｡ 

 

そのために… 

○教室内では，指導内容や方法，指導計画等について随時ケース会議をひらき，検証しな

がらすすめています。 

○指導効果をより高めるために，随時教室内研修をひらき，指導方法やかかわり方，楽し

い教材・教具の研究に努めています。 

○新しい情報や専門的な知識を得るために，上川管内の研究会や全道の協議会が主催する

研修会・講習会に積極的に参加しています。 
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指導期間・年間行事計画について 
 

（１）指導期間の目安は以下の通りです。（場合によっては変わることがあります） 

 

 

 

 

 

 

 

（２）通級時刻を厳守してください。 

 

（３）体調不良や学校行事優先等による遅刻･欠席の場合は，事前に電話等で  

通っている学校 と ことばの教室 両方に 必ず 連絡をしてください。 

                  

T E L ２３－４３９７ ことばの教室直通 

                 F A X ２３－６７１９ 扇山小学校内経由 

 

（４）年間行事計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＊必要に応じて教育相談やケース会議を行います。 

 

（５）ことばの教室がお休み（休室）のとき 

    扇山小学校で行事があるとき，担当者が研修や会議等で不在のときは，ことば

の教室はお休みになります。詳しい日程は，ことばの教室のお便りで定期的にお

知らせします。 

 

１学期 4 月２週目～ 7 月３週目 

２学期 ８月３週目～ 12 月３週目 

３学期 １月３週目～ ３月１週目 

期  日 行事内容（対象者） 

4 月 
保護者への通級説明会 

各学校への通級説明会 

5 月中旬～ 担任による通級指導の参観 

６月上旬 
保護者との二者面談 
（個別の指導目標と内容の検討） 

6 月下旬 学校訪問（授業参観，通級担当者と担任の面談） 

7 月上旬 個別の指導目標と内容の通知（保護者・学校） 

２月下旬 個別の指導目標と内容の後期振り返り（保護者） 

3 月上旬 個別の指導目標と内容の通知（保護者・学校） 
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通級時間帯を決定するにあたって 
各学校の週時程や各家庭の事情を考慮した上で，3 月中に通級時間帯を調整

し，原案を保護者に提案して最終決定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日課表（2020 年～） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注１：近郊の小学校～富良野小学校,東小学校,鳥沼小学校,布部小学校のことです 
注２：遠方の小学校～樹海小学校,麓郷小学校,布礼別小学校,山部小学校のことです。 
注３：他校からの通級の場合，移動時間を考慮し開始時刻を弾力的に運用します。 

 

授業時間内に通級するため，抜けた時間の補充については，担任の先生にも

お願いしているところですが，ご家庭での協力が欠かせません。 

その日のうちに教科書で確認をしたり，担任の先生から課題や宿題が出さ

れた場合は，一緒に取り組んだりするなどのご協力をどうぞよろしくお願い

いたします。 

 月 火 水 木 金 指導時間 
月･火･木･金 

指導時間 
水･特別日課 

１      8:30～9:15 8:30～9:15 

２      9:20～10:05 9:20～10:05 

３      10:30～11:15 10:25～11:10 

４      11:20～12:05 11:15～12:00 

５      13:25～14:10 12:50～13:35 

６      14:15～15:00 13:40～14:25 

 

扇山小学校の通級児童 

近郊の小学校注１の通級児童 

遠方の小学校で訪問指導を 

受ける児童注２ 

 

遠方の小学校で通級する 

児童注３ 

 


